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北九州PCB処理事業所における
ベンゼン排出事案を受けた

JESCOの安全対策の強化について

資料３－２



平成26年６月のPCB廃棄物基本計画変更に当たり、北
九州市から頂いた27項目の受入条件の一番目の項目
に、処理の安全性確保に万全を期すこととされてお
ります。

こうした中で本事案が起きてしまったことは、誠に
遺憾であり、環境省として深刻に受け止めておりま
す。

環境省は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の規
定によりJESCOを指導・監督する立場にあります。本
事案を踏まえ、JESCOの再発防止策が真に実効性のあ
るものとなるよう、指導・監督などを強化してまい
ります。
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はじめに
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１．JESCOの安全管理体制の強化

２．JESCOに対する指導・監督の強化

３．北九州市との協議及び監視会議等への報告

廃棄物処理法及び環境保全協定に基づく北九州市に
よるJESCOへの指導・監督と相まって、JESCO・北九
州市と一体となって安全対策の強化に取り組んでま
いります。

今
後
の
取
組

今後の取組について



本事案の発生を受けてJESCOにおいて開催されたPCB処
理事業検討委員会及びガバナンス・コンプライアンス
に係る有識者委員会に環境省としても参画し、原因究
明・再発防止策を検討してきました。
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（３）実効ある再発防止策の実施

（１）JESCOの処理施設の健全性確保のための支援策強化

（４）国とJESCOの定期的な協議の実施

（２）PCB処理事業検討委員会等の技術的検討プロセスへの
参画

１．JESCOの安全管理体制の強化

この再発防止策が真に実効性のあるものとして確実に
履行されるよう、JESCOとともに対策を強化します。
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（１）JESCOの処理施設の健全性確保のための支援策
強化

本事案を受けて再発防止の徹底のために必要となるJESCOの
施設の補修・更新について、必要な国庫補助金により支援を強
化します。
また、長期保全計画に基づき、処理施設の

適切な補修又は更新が確保されるよう引き続
き取り組んでまいります。

（２）PCB処理事業検討委員会等の技術的検討プロセス
への参画

引き続き、JESCO内部の技術的検討プロセスに国も参画し、
PCB処理事業の安全、確実な実施を徹底します。

本委員会

技術部会 作業安全衛生部会 各地域PCB処理事業部会

【PCB処理事業検討委員会】
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（３）実効ある再発防止策の実施

JESCOのガバナンス・コンプライアンスに係る再発防止策の
立案等にJESCOと一体となって取り組みます。

具体的な取組

JESCO社内の監査機能の強化策（内部統制監査チーム、第三者委員会の設置
等）

社員教育訓練プログラムの実施策（全社員共通の知見の向上のための研修体
制の再構築等）

社内風土の改革に向けた社員相互の対話の充実策（グループワークの実施
等）

これらの取組の不断の見直しによる更なる改善 など

（４）国とJESCOの定期的な協議の実施

PCB処理事業の安全、確実な実施に向けたJESCOの取組状況の
改善や安全文化の確立に向けて、国とJESCOで定期的に協議を
行います（年２回程度を想定）。



本事案の発生を受けてJESCOの再発防止策が真に実効
性のあるものとなるよう、次のとおり指導・監督を強
化してまいります。
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（１）立入検査の実施

JESCOの各PCB処理事業所における環境・安全評価
委員会審査及び本社審査、本社報告といった社内
ルールの履行状況を確認します。
JESCOの環境安全監査室及び内部統制監査チーム

が適切・効果的に活動しているかを確認します。
JESCO職員への教育・訓練の実施状況を確認しま

す。
立入検査は本社、事業所それぞれ原則年２回程度

実施します。

２．JESCOに対する指導・監督体制の強化
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再発防止策のうち、次の事項の実施状況について
は、年に一度、JESCOから報告を求めます。

（２）報告徴収の実施

定期報告を求める事項

JESCOの環境安全監査室の年間活動報告（監査結果）

内部統制監査チームの年間活動報告（監査結果）

上記活動を受けたJESCOにおける対策の実施状況
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（３）再発防止策のフォローアップ

JESCOにおける再発防止策については、その実施
状況に加え、実施した対策の効果も含めてJESCOに
おいて定期的にフォローアップを行うよう指導しま
す。

このフォローアップ内容については、年に一度環
境省に報告するよう求めるとともに、報告内容を踏
まえ、更なる対策の実施の必要性等を検討し、
JESCOを指導・監督します。



上記の取組を確実に実施しつつ、より効果的なもの
とするため、次の取組を行います。
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（１）北九州市との協議

国の取組について、北九州市と定期的に協議しなが
ら進めます。

（２）監視会議等への報告

国の取組について、北九州
市PCB処理監視会議や住民説明
会において定期的に報告しま
す。

３．北九州市との協議及び監視会議等への報告
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PCB処理事業について地元の皆様方に信頼し
ていただけるよう安全対策を強化し、安全
の確保を大前提として、北九州事業におい
て期限内に一日でも早く確実に処理を完了
するよう、北九州市、JESCOと一体となって
取り組んでまいります。


